
政
令
第

号

公
営
住
宅
法
施
行
令
及
び
住
宅
地
区
改
良
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（

平
成
二
十
九
年
法
律
第
二
十
五
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
公
営
住
宅
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）

第
十
六
条
第
四
項
、
第
二
十
八
条
第
四
項
及
び
第
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
公
営
住
宅
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

公
営
住
宅
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
第
十
六
条
第
一
項
本
文
」
の
下
に
「
及
び
第
四
項
」
を
加
え
る
。

第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
表
中
「
第
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

前
項
の
規
定
は
、
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
公
営
住
宅
の
毎
月
の
家
賃
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
前
項
中
「
第
十
六
条
第
一
項
本
文
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
六
条
第
四
項
」
と
、
「
同
項
本
文
」
と
あ
る
の
は

「
同
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。



第
十
六
条
を
第
十
七
条
と
し
、
第
十
五
条
第
二
項
中
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
二
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
六
条
と
す

る
。第

十
四
条
の
表
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
二
十
七
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
二
十
九
条
第
一
項
及
び
第
七
項
、
第

三
十
条
、
第
三
十
二
条
第
一
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
、
第
三
十
三
条
第
一
項
の
項
中
「
第
七
項
」
を
「
第
八
項
」
に
改
め

、
同
表
第
三
十
四
条
の
項
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
及
び
「
第
二
十
八
条
第
二
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
四
項
」
を
加
え

、
「
第
十
六
条
第
四
項
」
を
「
第
十
六
条
第
五
項
」
に
、
「
又
は
第
二
十
九
条
第
八
項
」
を
「
若
し
く
は
第
五
項
又
は
第
二

十
九
条
第
九
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
五
条
と
し
、
第
十
三
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

第
十
二
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
を
第
十
三
条
と
し
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
公
営
住
宅
等
の
処
分
）

」
を
付
す
る
。

第
十
一
条
を
第
十
二
条
と
し
、
第
十
条
を
第
十
一
条
と
し
、
第
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
条
例
で
公
営
住
宅
の
明
渡
し
の
請
求
に
係
る
収
入
の
基
準
を
定
め
る
場
合
の
基
準
）

第
十
条

法
第
二
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
二
十
五
万
九
千
円
以
上
三
十
一
万
三
千
円
未
満
の

一
定
の
金
額
を
超
え
る
こ
と
と
す
る
。



（
住
宅
地
区
改
良
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

住
宅
地
区
改
良
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
百
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
及
び
「
第
二
十
八
条
第
二
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
四
項
」
を
加
え
、
「
第
十
六

条
第
四
項
」
を
「
第
十
六
条
第
五
項
」
に
、
「
又
は
第
二
十
九
条
第
八
項
」
を
「
若
し
く
は
第
五
項
又
は
第
二
十
九
条
第
九

項
」
に
、
「
徴
収
猶
予
」
を
「
徴
収
の
猶
予
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関

す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
百
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
中
「
第
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）



第
三
条

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
施
行
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
四
百
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
第
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
三
条
」
を
「
第
十

四
条
」
に
改
め
る
。

（
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
二
十
四
年
政
令
第
百
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
第
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
三
条
」
を
「

第
十
四
条
」
に
改
め
る
。



理

由

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施

行
に
伴
い
、
公
営
住
宅
の
入
居
者
が
収
入
の
申
告
を
す
る
こ
と
等
が
困
難
な
事
情
に
あ
る
場
合
に
お
け
る
家
賃
の
算
定
方
法
を

定
め
る
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


